
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会会則 

 

（設置目的） 

第１条 「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」における貴重な生態系の持続的な保全、

学術的研究や調査・研修への支援、自然と共生した持続可能な発展に係る取組を効率

的かつ実践的に推進していくため、祖母傾ユネスコエコパーク大分・宮崎推進協議会

の事業及び諸権利を引き継いでユネスコエコパークにおける取組を統括する祖母・傾

・大崩ユネスコエコパーク推進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 推進協議会は、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークにおける取組を統括する機

関であり、予算、決算の議決、取組方針の決定及び取組の進捗管理等を行う。 

２ 推進協議会は、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク学術委員会（平成２９年１０月

６日設置）（以下「学術委員会」という。）から必要な助言や意見を受けながら、学

術委員会と連携して取組を推進する。 

３ 推進協議会は、学術委員会の活動に対して、必要な支援を行う。 

 

（構成） 

第３条 推進協議会は、次の委員で組織する。 

（１）ユネスコエコパークにおける取組を効率的かつ実践的に推進することのできる学

識経験者及び地域活動実践者 

（２）国の機関の代表、大分県及び宮崎県の担当部局長 

（３）大分県佐伯市、竹田市、豊後大野市、宮崎県延岡市、高千穂町、日之影町の長 

（４）ユネスコエコパークにおける取組に賛同し、推進協議会で参加を認められた者 

２ 推進協議会に顧問を置き、顧問は大分県知事及び宮崎県知事とする。 

 

（役員） 

第４条 推進協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長  １名 

（２）副会長  １名 

（３）監 事  ２名 

２ 会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長及び監事は、委員のうちから会長が任命する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠け

たときはその職務を行う。 

６ 監事は、推進協議会の会計及び会務を監査する。 

 



（役員の任期） 

第５条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員は、その任期が満了した場合でも、後任者が就任するまでの間は、引き続きそ

の職務を行う。 

３ 欠員補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第６条 推進協議会の会議は、定例総会及び臨時総会とする。 

２ 定例総会は、毎年１回、臨時総会は、必要に応じ開催する。 

３ 定例総会及び臨時総会（以下「総会」という。）は、会長が招集し、会長が議長と

なる。 

４ 総会は、委員の２分の１以上の出席（委任状及び代理出席を含む）がなければ開く

ことができない。 

５ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

６ 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

るほか、その他適当な方法により、広く意見を聴くことができる。 

７ 総会は、次の事項を審議し、議決する。 

（１）規約の制定又は変更 

（２）事業計画及び収支予算の承認 

（３）事業報告及び収支決算の承認 

（４）その他会長が必要と認めた事項 

８ 第４項及び第５項の規定に関わらず、会長は、必要と認めたときは、期日を指定し

書面で委員の意見を聴き、総会の議決に代えることができる。 

 

（行政機関実務者会議） 

第７条 推進協議会に、行政機関実務者会議（以下「実務者会議」という。）を置き、

推進協議会の審査案件の検討や部会の重要案件の調整等を行うほか、推進協議会で決

定した取組の方向性に沿って各種施策を推進する。 

２ 実務者会議の構成員は、会長が別に定める。 

３ 実務者会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（部会） 

第８条 推進協議会に部会を置き、推進協議会で決定した取組方針に沿って、地域にお

いて具体的な取組を検討、実施する。 

２ 部会の設置及び改廃は、総会の議決により決定する。 

３ 部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 



（事務局） 

第９条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は会長が別に定める。 

 

(会計年度) 

第 10 条 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

 

（雑則） 

第 11 条 この会則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この会則は、平成２９年９月９日から施行する。 

 （役員の任期の特例） 

２ この規約の施行の日以後、最初に選任される役員の任期は、第５条第１項の規定に

関わらず、平成３２年３月３１日までとする。 

 （会計年度の特例） 

３ この推進協議会の最初の会計年度は、第１０条の規定に関わらず、施行日から平成

３０年３月３１日までとする。 

 

   附 則（平成３０年２月２１日） 

 （施行期日） 

１ この会則は、平成３０年２月２１日から施行する。 

 

   附 則（平成３０年５月３１日） 

 （施行期日） 

１ この会則は、平成３０年５月３１日から施行する。 

 

   附 則（令和元年５月２２日） 

 （施行期日） 

１ この会則は、令和元年５月２２日から施行する。 

 

   附 則（令和２年６月５日） 

 （施行期日） 

１ この会則は、令和２年６月５日から施行する。 

 

 



   附 則（令和３年６月７日） 

 （施行期日） 

１ この会則は、令和３年６月７日から施行する。 

 

   附 則（令和４年５月２５日） 

 （施行期日） 

１ この会則は、令和４年５月２５日から施行する。 


